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議題（３）地域公共交通計画の策定について

１．地域公共交通計画の最終案について

○これまでの協議やパブリックコメントで寄せられた市民意見を踏まえた地域公共交通

計画の最終案は別冊資料３－２のとおりである。

○同じく、路線バスのネットワークの再編（案）の最終案は別冊資料３－３のとおりで

ある。

２．今後のスケジュールについて

◆本日の協議会で提示している最終案についてご確認のうえ、意見がある場合は、８月２６

日（金）までに事務局へご連絡いただく。

◆各委員における最終確認の後、箕面市での手続きのうえ、地域公共交通計画を策定し、国

土交通大臣等に送付する。

資料３－１

第４９回協議会（令和４年８月１８日）

【地域公共交通計画等の最終案の提示】

計画の策定・大臣送付

（９月中）

地域公共交通計画等の最終案の委員確認

（意見がある場合は、８月２６日（金）まで）

箕面市での手続き及び印刷・製本発注


